
伊 丹 市 修 学 支 援 事 業 実 施 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ，生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ２ 号（ 以

下 「 法 」 と い う 。） に 基 づ き ， 生 活 困 窮 世 帯 （ 生 活 保 護 世 帯 含 む ）

に お け る 「 貧 困 の 連 鎖 」 を 次 世 代 に 引 き 継 が せ な い た め に ， 生 活

困 窮 世 帯 に 属 す る 者 の 学 習 ・ 生 活 ・ 養 育 等 に 関 す る 支 援 を 行 う 伊

丹 市 修 学 支 援 事 業（ 以 下「 修 学 支 援 事 業 」と い う 。）に 関 し ，法 令

そ の 他 に 定 め が あ る も の を 除 き ，必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 生 活 困 窮 世 帯 」 と は ， 法 第 ３ 条 第 １ 項  

に 規 定 す る 生 活 困 窮 者 の 属 す る 世 帯 及 び 生 活 保 護 法 第 ６ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 被 保 護 者 の 属 す る 世 帯 を い う 。  

（ 支 援 対 象 者 ）  

第 ３ 条  支 援 対 象 者（ 以 下「 対 象 者 」と い う 。）は ，伊 丹 市 に 住 所 を

有 す る 生 活 困 窮 世 帯 に 属 す る 者 で あ っ て ， 修 学 支 援 を す る こ と が

適 当 で あ る と 福 祉 事 務 所 長 が 認 め た も の と す る 。  

（ 支 援 内 容 ）  

第 ４ 条  修 学 支 援 員 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る き め 細 や か な 支 援 を 行 う

も の と す る 。  

⑴  対 象 者 の 属 す る 生 活 困 窮 世 帯 へ の 訪 問 に 関 す る こ と 。  

⑵  対 象 者 に 対 す る 学 習 ・ 進 路 相 談 及 び 支 援 に 関 す る こ と 。  

⑶  対 象 者 に 対 す る 生 活 ・ 養 育 相 談 及 び 支 援 に 関 す る こ と 。  

⑷  関 係 機 関 等 と の 情 報 伝 達 及 び 情 報 交 換 に 関 す る こ と 。  

⑸  養 育 ・ 教 育 問 題 等 に 対 応 す る 自 立 相 談 支 援 事 業 所 職 員 及 び 生

活 保 護 現 業 員 へ の 助 言 に 関 す る こ と 。  

⑹  伊 丹 社 会 福 祉 協 議 会 ・ 地 域 団 体 等 と 連 携 し て 実 施 す る 学 習 会

の 運 営 に 関 す る こ と  

⑺  そ の 他 福 祉 事 務 所 長 の 指 示 す る こ と 。  

（ 修 学 支 援 員 ）  

第 ５ 条  前 条 の 各 号 に 掲 げ る 支 援 を 行 う た め に ， く ら し ・ 相 談 サ ポ



ー ト セ ン タ ー に 修 学 支 援 員 を 配 置 す る 。  

２  修 学 支 援 員 は ，市 内 小 ･中 学 校 の 教 諭 の 経 験 を 有 し ，市 内 学 校 園

の 事 情 に 精 通 す る も の の う ち か ら 教 育 長 が 推 薦 し ， 福 祉 事 務 所 長

が 任 命 す る 。  

３  修 学 支 援 員 は ， 嘱 託 職 員 の 身 分 と す る 。  

４  修 学 支 援 員 の 勤 務 日 及 び 勤 務 時 間 に つ い て は ， 福 祉 事 務 所 長 が

別 に 定 め る 。  

（ 関 係 機 関 等 ）  

第 ６ 条  第 ４ 条 第 ４ 号 の 関 係 機 関 等 と は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る も の を

い う 。  

⑴  学 校 園  

⑵  教 育 委 員 会  

⑶  子 育 て に 関 す る 担 当 部 署  

⑷  県 ， 市 の 社 会 福 祉 協 議 会 ， 民 生 委 員 児 童 委 員 連 合 会  

⑸  福 祉 事 務 所 長 が ， そ の 他 支 援 に 際 し て 必 要 と 認 め る 機 関 等  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 ７ 条  修 学 支 援 員 は 伊 丹 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第

３ 号 ） を 遵 守 し ， 業 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ

の 職 を 退 い た 後 も ， ま た ， 同 様 と す る 。  

（ 報 告 ）  

第 ８ 条  修 学 支 援 員 は ， 日 々 の 業 務 内 容 及 び 結 果 を 記 録 し ， 速 や か

に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 ９ 条   こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 修 学 支 援 事 業 の 実 施 に 関 し

必 要 な 事 項 は ， 福 祉 事 務 所 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則   

こ の 要 綱 は 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付  則  



 こ の 要 綱 は 令 和 元 年 ８ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  


